
 
 

平素は当院の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和 6年 6月 24日（月）より、下記の通り面会者の人数緩和を行い 

ますので、お知らせ致します。 

 

【現在】                     【6/24～】 

 

 

 

 

 

今回は面会人数のみの緩和となり、それ以外は今までと変更ございま

せん。引き続き、感染対策（手指消毒及びマスクの着用）

の上でご面会をお願い致します。面会時間は 30分間です。

30 分を過ぎての面会はご遠慮頂き、時間厳守にご協力をお願い致し

ます。ご家族様にご協力頂き、現在の面会体制が維持できています。 

引き続き、面会継続のためにもご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

― 医療法人錦秀会 阪和第二住吉病院 ― 
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面会制限緩和のご案内 


